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Ⅲ.２ 第Ⅱ期工事等における設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の 

分別の確認と払出し・処理委託ガイドライン 

 

 

第１ ガイドラインの位置付け  

１．設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の分別の確認と払出し・処理委託ガ

イドラインは、設備等については解体・分別が、施設撤去廃棄物等については分

別の確認と払出し・処理委託が適切に実施されるように、その方法等の技術的指

針を定めたものである。  

２．本ガイドラインをもとに「Ⅲ .2-1 第Ⅱ期工事等における設備等の解体・分別

マニュアル」及び「Ⅲ.2-2 第Ⅱ期工事等における施設撤去廃棄物等の分別の確

認と払出し・処理委託マニュアル」が整備され、設備等の解体・分別及び施設撤

去廃棄物等の分別の確認と払出し・処理委託が実施されるものとする。 

［解 説］ 

設備等の解体は、解体に先立って対象物の十分な清掃・洗浄を実施し、周辺環境の

保全と作業者の健康・安全に配慮したＢＡＴに基づき対応するとともに、「分別の判

断基準」に基づく分別もあわせて実施するとしている。また、施設撤去廃棄物等は、

「分別の判断基準」に基づく分別が適切に行われていることを確認のうえ払い出す

こととしており、これらの具体的な内容について定める必要がある。  

本ガイドラインは、ＢＡＴを適用した設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の

適切な分別の確認と払出し・処理委託を実施するための方法等の技術的指針を取り

まとめたものである。 

 

 

第２ ガイドラインの概要  

１．ＢＡＴに基づく設備等の解体・分別を実施するための基本的な事項について示

す。 

２．施設撤去廃棄物等の適正な分別の確認と払出し・処理委託を実施するための基

本的な事項について示す。  

［解 説］ 

ＢＡＴに基づく設備等の解体・分別や施設撤去廃棄物等の適正な分別の確認と払

出し・処理委託を実施するための基本的な事項について示す。  
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第３ 設備等の解体・分別の方法 

１．受託者は「解体・分別の実施計画」を作成して県に提出し、県の承認を得るも

のとする。 

２．解体・分別の実施にあたっては、周辺環境の保全と作業者の健康・安全に配慮

したＢＡＴに基づく適切な手法等を適用するものとする。  

３．設備等の解体・分別は、解体に先立って対象物の十分な清掃・洗浄を実施する

ものとし、解体・分別にあたっては、「分別の判断基準」に基づくものとする。  

４．建築構造物の解体時において、原則として有害物質（空調用冷媒フロン等）へ

の対応も優先して実施し、適正な取扱いを行うものとする。  

［解 説］ 

解体作業の実施にあたり、受託者は「解体・分別の実施計画」を作成して県に提出

し、県の承認を得る。 

解体作業の方法は、周辺環境の保全と作業者の健康・安全に配慮したＢＡＴに基づ

く適切なものとする。  

設備等の解体・分別は、「分別の判断基準」に基づき、分別を行う。  

建設リサイクル法等に基づく届出を行い、設備等に使用されているフロン等の有

害物質等を適切に把握し処理委託を実施する。 

 

 

第４ 設備等の分別の判断基準 

１．設備等は、「分別の判断基準」に基づく解体・分別を実施することを基本とす

る。 

［解 説］ 

設備等は、廃棄物処理法及び建設リサイクル法に基づき、表１に示す分別の判断基

準のとおり分別する。 

 

表１設備等の分別の判断基準  

分別の区分 

①コンクリート類(陶磁器類を含む ) 

②コンクリート及び鉄からなる建設資材  

③金属類 

④木材 

⑤可燃物類 

⑥その他 
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第５ 施設撤去廃棄物等の分別の確認と払出し・処理委託の実施  

１．設備等の解体・分別の主旨に沿った形で施設撤去廃棄物等を分別するものとし、

払出しや処理委託にあたっても、これを確認するものとする。  

２．施設撤去廃棄物等は資源化を原則とし、有効利用を図ることとする。  

３．施設撤去廃棄物等の輸送・運搬は、これまでの本事業における対応と同様に、

可能な限り公道を使用しない経路を選定するとともに、豊島の島内道路を使用す

る場合は、「Ⅲ.6-1 豊島の島内道路を活用した廃棄物等の輸送・運搬に関するマ

ニュアル」に基づき実施する。  

［解 説］ 

設備等の解体・分別の主旨に沿った形で施設撤去廃棄物等の分別への対応を実施

するものとし、払出しや処理委託を実施する。払い出し前に分別の種別ごとに秤量し、

記録を残す。 

施設撤去廃棄物等は資源化を原則とする。施設撤去廃棄物等は、建設リサイクル法

に基づき、特定建設資材について有効利用を図る。 

施設撤去廃棄物等の輸送・運搬は、これまでの本事業における対応と同様に、専用

桟橋を活用する等、可能な限り公道を使用しない経路を選定するとともに、豊島の島

内道路を使用する場合は、「Ⅲ.6-1 豊島の島内道路を活用した廃棄物等の輸送・運搬

に関するマニュアル」に基づき実施することにより周辺環境の保全に配慮する。なお、

豊島専用桟橋の撤去工事の開始後は、「豊島専用桟橋の撤去工事の開始後における豊

島の島内道路を活用した廃棄物等の輸送・運搬に関するマニュアル」を適用する。  


